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衆
議
院
議
員
丸
山
穂
高
君
提
出
貸
金
業
法
に
基
づ
く
総
量
規
制
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
い
わ
ゆ
る
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
枠
」
の
う
ち
、
商
品
の
購
入
等
の
代
金
の
支
払
に
関
し
て
、

利
用
者
か
ら
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
に
対
す
る
支
払
の
期
間
が
二
箇
月
を
超
え
る
取
引
等
（
以
下
「
分
割
払
の
取
引
等
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
分
割
払
の
取
引
等
が
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
の
規

制
対
象
で
あ
る
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
該
当
し
、
貸
金
業
法
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
の
規
制
対
象
で
あ

る
金
銭
の
貸
付
け
等
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
貸
金
業
法
に
基
づ
く
総
量
規
制
は
適
用
さ
れ
な
い
。 

 
 

ま
た
、
割
賦
販
売
法
に
お
い
て
は
、
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
に
対
し
、
住
宅
等
を
譲
渡
等
す
る
こ
と
な
く
、
か
つ
、

生
活
維
持
費
に
充
て
る
べ
き
金
銭
を
使
用
す
る
こ
と
な
く
、
利
用
者
が
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
に
係
る
購
入
等
の
方
法
に

よ
り
購
入
し
よ
う
と
す
る
商
品
の
代
金
等
に
相
当
す
る
額
の
支
払
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
額
（
以
下
「
包

括
支
払
可
能
見
込
額
」
と
い
う
。
）
の
調
査
及
び
利
用
者
に
交
付
等
す
る
カ
ー
ド
等
に
係
る
極
度
額
が
包
括
支
払
可
能
見
込

額
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
場
合
の
カ
ー
ド
等
の
交
付
等
の
禁
止
を
義
務
付
け
、
過
剰
与
信
防
止
を
図
っ

て
い
る
。 



 

２ 

 

 
 

今
国
会
に
提
出
し
た
割
賦
販
売
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
お
い
て
は
、
少
額
の
分
割
後
払
サ
ー
ビ
ス
を
行
お
う
と

す
る
事
業
者
に
つ
い
て
、
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
と
し
て
位
置
付
け
、
登
録
制
度
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
登
録
時
に
は
そ
の
事
業
者
が
行
う
最
低
限
度
の
生
活
の
維
持
に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
な
く
、
利
用
者
が
包
括
信
用
購
入

あ
つ
せ
ん
に
係
る
購
入
等
の
方
法
に
よ
り
購
入
し
よ
う
と
す
る
商
品
の
代
金
等
に
相
当
す
る
額
の
支
払
に
充
て
る
こ
と
が
で

き
る
と
見
込
ま
れ
る
額
（
以
下
「
利
用
者
支
払
可
能
見
込
額
」
と
い
う
。
）
の
算
定
の
方
法
や
当
該
算
定
を
行
う
体
制
な
ど

を
確
認
し
、
ま
た
、
登
録
少
額
包
括
信
用
購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
は
、
多
重
債
務
防
止
の
た
め
に
平
成
二
十
年
の
割
賦
販
売
法

の
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
指
定
信
用
情
報
機
関
の
信
用
情
報
の
使
用
義
務
と
同
様
の
義
務
が
課
さ
れ
、
利
用
者
支
払
可
能

見
込
額
の
算
定
の
対
象
と
な
る
利
用
者
の
他
社
に
お
け
る
債
務
の
支
払
の
状
況
等
を
確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

こ
う
し
た
制
度
設
計
に
よ
り
、
過
剰
与
信
防
止
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 


